
 

鞍馬口駐輪場 使用のしおり 
 

□当駐輪場は自転車のみ駐輪可能で、バイクは駐輪できません。 

□賃料は１ケ月分の先払い【※翌月分を当月末までに支払い】とします。 

□保証金は月額賃料支払遅延・場内設備破損等がない限り、基本解約時に返金します。尚、返金できない場合もあります。 

□支払いが遅れた場合、契約解除となり契約者は駐輪場を明け渡していただきます。 

契約の解除の時点で車両を駐輪していた場合、車両は処分します。処分に必要とした費用は賃借人に請求します。 

□契約車両以外の駐輪は厳禁です。契約車両には駐輪シールを発行しますので車両のリア側の見やすい場所に貼ってください。 

買い替えの場合は、当社へご連絡ください。新しいシールを発行します。当社所定の駐輪シールのない駐輪物は撤去対象とします。 

（古いシールの貼り直しはしないでください） 

□当駐輪場は違法改造車の駐輪をお断りします。契約期間中でも違法改造車と当社が判断した場合、該当する自転車の駐輪場利用の禁止、 

また契約の解除となる場合があります。 

□駐輪場内で他の車両や駐輪場内設備に対して損害を与えた場合は、至急当社に連絡する事を義務とします。その後、当事者同士の話し合いで 

解決してください。（損害賠償等） 

□車両は駐輪場内の定められた位置に置いてください。他社の出入りの妨げや、通行の妨げになる行為は禁止です。 

□当駐輪場に盗難防止パイプを設けておりますが、個人でチェーンロックやタイヤロックなどの防犯グッズをご利用ください。 

□出入庫後は必ず入口チェーンをお閉めください。開いた状態だと他の車両の東南の原因となりかねません。ご協力をお願いします。 

□当駐輪場内に起こりうる全ての事故（対物・人身・自己・盗難等）損害について、その責任を貸主は一切負いません。 

□当駐輪場の出入庫は２４時間可能ですが、早朝や深夜（２２：００～７：００）は近隣の迷惑を考えた上で細心の注意を払って下さい。 

□駐輪場から出入りするときは、歩行者に十分注意してください。また駐輪場の出入口付近は段差がありますので転倒にもご注意下さい。 

□駐輪場内は防災を考え禁煙とさせていただきます。駐輪場の外で喫煙する場合は吸殻のポイ捨てなどのないようにお願いします。 

近隣の方とのトラブルの原因になります。 

□当駐輪場内では場内での自転車のメンテナンス行為は一切禁止です。 

またその他の理由でも駐輪場内に人が集まる行為（近隣の迷惑となる行為）は禁止します。自転車の駐輪場としてのご利用のみとなります。 

□友人・知人の駐輪物を駐輪場に駐輪することはできません。不法駐輪をした場合、契約者に罰金１０，０００円を支払っていただきます。 

 また以降契約者の駐輪場利用の禁止、又は契約の解除となる場合があります。 

□駐輪場内へのゴミの持ち込み、不法投棄なども一切禁止とします。違反した場合は契約者に罰金１０，０００円を支払っていただきます。 

駐輪場内にはゴミの処分場所はありません。各自でお持ち帰り下さい。 

□契約者は善良なる管理者として当駐輪場をご利用下さい。 

皆様により良い環境としてご利用いただきたいのでマナー違反の方など見かけられましたらご一報下さい。 

上記内容を遵守できない場合は罰金、利用の停止、契約の解除になることを確認しました。 
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